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平成24年３月

平成23年度口蹄疫に関する防疫演習の結果とその検証の概要

Ⅰ 演習の概要

１．実施時期

平成24年１月30日～２月３日（各都道府県（以下「県」という。）が、いずれか１

日を選択して実施。演習の一環である農場の立入りは、２月10日までに実施）

２．実施方法

（１）口蹄疫を疑う事例の通報に対する対応の検証

各県ごとに牛飼養農場１戸を選定し、当該農場から口蹄疫を疑う事例の通報があ

ったと仮定し、立入検査を実施。病変の好発部位を撮影するとともに、家畜の飼養

状況等に関する疫学調査を実施。

（２）口蹄疫発生時の対応の検証

牛又は豚農場３戸を発生農場と想定し、初動防疫に必要な資料を作成。

Ⅱ 今回の演習の結果と検証

１．口蹄疫を疑う通報に対する対応の検証

演習結果

・異常牛の臨床検査で牛群全体の様子を確認していない県が１県あった。

・10県が写真を鮮明に撮影できなかったと回答した。

今後改善すべき点としては、牛の保定方法（７県）、デジタルカメラの取扱い（７県）、

手袋等を着用した開口などの牛体の扱い（５県）、明るさの確保（５県）、パソコンの

取扱い（１県）、汚染防止の方法等（３県）が挙げられた。（重複回答あり。）

・病変部位以外の写真の撮影実施率は、口腔が94%、蹄が83%、乳頭が83%、鼻腔が79%、

外貌が74%であり、特に重要な口腔の写真を撮っていない県が３県あった。

・22県が家畜保健衛生所又は最寄りの県の出先機関から異常牛の写真等を送信していた

が、25県は直接農場から送信できていた。直接農場から送信した県のうち、送信方法

として携帯電話等の移動通信手段を用いた県が20県あり、迅速な情報の伝達手段とし

て携帯電話等の移動通信機器を用いた方法が普及していた。ただし、撮影そのものを

携帯電話等で行った場合、画質や明るさでデジタルカメラより劣る事例が認められた。

今後の対応

・農場の立入検査に当たっては、外貌や病変部に加え口腔、鼻腔、乳房、蹄などの好

発部位について、病変の有無にかかわらず撮影するなど、報告方法を明確化する必

要。

・画像の送信については、引き続き移動通信手段などの活用に努めるなど、迅速な発

生農場からの情報伝達体制を整備していく必要。

・撮影に当たっては、鮮明な画像が得られるようデジタルカメラ等の適切な機器を使

用するよう徹底する必要。

２．口蹄疫発生時の対応の検証

（１）発生農場の情報把握

演習結果

・発生農場の名称、住所、畜種・用途別、飼養頭数等の情報は全ての県で把握していた

が、情報の内容が最も古いもので２年以上前のものであった県が１県あった。
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今後の対応

・県において農場等に関する最新の情報の把握に努め、定期的に更新するよう徹底す

る必要。

（２）消毒ポイントの設定

演習結果

・平成22年10月の演習では畜産関係車両の通行量を考慮して設定された消毒ポイントは

19%であったが、今回の演習では69%と改善していた。また、65%の消毒ポイントでは、

車両消毒に必要なスペース等の確保について確認ができていた。

・設定に当たり、市町村との協議まで済んでいる消毒ポイントは22%、市町村との協議

に加えて道路管理者との協議まで済んでいる消毒ポイントは15%あった。

今後の対応

・発生時に迅速に消毒ポイントを設置できるよう、実際に設置が可能であるか、市町

村や道路管理者との間で候補地の事前調整を進める必要。

（３）人員及び機材の調達

演習結果

・殺処分作業（１日以内）、発生状況確認検査（①半径１km以内全戸の立入り、②半径1

0km以内の大規模農場の立入り：１日以内、①及び②以外の立入り：３日以内）、発生

農場及び関連農場の疫学調査（発生農場の疫学調査：２日以内、疫学関連農場の調査

：１日以内）について、全ての県が期間内に作業を終了する計画を作成することがで

きた。

・目標期間内で殺処分作業、発生状況確認検査、発生農場及び関連農場の疫学調査を行

うために必要となる、国又は他県からの１日当たりの派遣人数の合計は、最大で家畜

防疫官（員）が128名、家畜防疫官（員）以外の人員が142名であり、こうした人数の

派遣に備える必要があると考えられた。

・県内の市町村、農協等に県が派遣を依頼するに当たり、平成22年10月の防疫演習では

派遣依頼先ごとの人数の配分ができていない県が17県あったが、今回の防疫演習にお

いても同様に18県あった。

・民間獣医師を活用すると回答した25県のうち、派遣元との調整が済んでいない県が９

県あった。

・民間獣医師を活用しないと回答した21県のうち、13県は民間獣医師を活用しなくても

対応可能との回答であったが、残りの８県のうち５県では非常勤として民間獣医師を

雇用する体制が整っていないなどの課題について検討中であり、３県では協力を得る

ことについて民間獣医師側との調整がついていなかった。

・殺処分作業に必要な機材について、一部の機材の調達先が把握できていない県が４県

あった。

今後の対応

・人員の確保については、民間獣医師の活用を含め、必要な人員を迅速に確保できる

よう、派遣要請先と事前調整を進める必要。

・防疫作業に必要な機材については、必要量を迅速に調達できるよう日頃からその調

達先を具体的に把握する必要。


